
家族信託だけじゃ⾜りない︕
⽣前対策コンサルマスター講座

トリニティグループ 代表 磨 和寛



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

トリニティグループ

名称 トリニティグループ（グループ総称）
本店 東京都港区新橋2-1-1⼭⼝ビルディング９階
創業 2009年7⽉1⽇
代表 磨和寛（みがきかずひろ）
グループ企業 司法書⼠法⼈トリニティグループ

弁護⼠法⼈トリニティグループ
⾏政書⼠法⼈トリニティグループ

グループ構成員 約60名
グループ年商 4.2億円（2019年度） 5.1億円（2020年度予想）
事業内容 家族信託を軸にした各種のコンサルティング
ミッション 法的サービスで安⼼のある世界をつくる

1

企業概要

Introduction



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

Problem
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認知症⾼齢者１０００万⼈時代



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

Problem
2025年問題と認知症
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15
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50
年

525万 631万 730万 830万 953万 1016万

認知症高齢者数 2021-2025年の5年間

認知症⾼齢者は
約100万⼈増加

2050年に
1000万⼈を超える衝撃

⽇本⼈の10⼈に1⼈
が認知症⾼齢者になる

厚⽣労働省資料（認知症の⼈の将来推計について）より集計
同資料のリンク https://www.mhlw.go.jp/content/000524702.pdf



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

Problem
2025年問題と認知症
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2030年個⼈資産10.4%
認知症患者の資産に

認知症になると

銀⾏⼝座の凍結

資産の売買もできない

⽣活全般に⼤きく⽀障
⽇本経済全体に打撃

⽇本経済新聞 2018年8⽉26⽇朝刊第１⾯



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関
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コロナ〜ポストコロナ時代の

⽣前対策コンサルティング

Solution



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関
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財産管理にフォーカスする

Solution



Solution
家族信託の仕組み
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現 在 相続意思能⼒喪失

財 産 管 理 不 能

① 不動産の売却・建築ができない。
② 預⾦がおろせない。
③ 証券⼝座の解約・購⼊ができない。
④ 資産活⽤／節税対策ができない。



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

Solution
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私たちの役割は何か︖法務省登記統計 ⼟地の信託登記件数

家族信託の普及



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

Solution
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家族信託の仕組み

親⼦間で信託契約
お⾦や不動産の管理を任せる

⼠業・FP・IFA

信託契約
サポート

親
委託者／受益者

⻑男
受託者



受 益 権 信 託 契 約

委託者 受託者
所 有 権

Solution

【ポイント】
①信託すると法律上財産は譲渡され名義が変わる。
②名義が変わっても贈与とは異なり贈与税は⽣じない（相税9条の2）。
③成年後⾒制度のように裁判所の管理下に置かれない。
④収益（不動産収⼊等）は⽗の所得のまま（所税13条）。
⑤原則的に全ての財産が信託可能（上場株式、農地等⼀部例外あり）
⑤信託契約は判断能⼒があるうちに締結する。

家族信託の仕組み

10
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信託法（信託の⽅法）
第３条 信託は、次に掲げる⽅法のいずれかによってする。
⼀ 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の
処分をする旨並びに当該特定の者が⼀定の⽬的に従い財産の管理⼜は処分及びその他の
当該⽬的の達成のために必要な⾏為をすべき旨の契約（以下「信託契約」という。）を締結する⽅法
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• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

Solution
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コンサルサービス提供のためには

ある程度の資産額が必要



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

Solution
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当社の家族信託の顧客

平均信託財産額は約１．５億円

対象の顧客は
①資産家 ②地主 ③経営者
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Case Study
冒頭事例 家族信託×不動産活⽤ 事例

都内城南エリア ⽗(78) ⺟(77) 同居

⻑⼥(55) 次⼥(52) ⽗資産 不動産20億円

キャッシュ1.5億円 保険営業パーソンが開拓

開拓⼿法は︖ その後の関係性は︖



Case Study
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「点」から「線」への展開（⽣前対策コンサル）
法⼈

事業承継対策
個⼈

相続・認知症対策 認知症 相続
資産凍結

相
続
発
⽣

対策のフレームワークは
①節税対策
②納税資⾦対策
③争続対策
④認知症対策



• 名称 トリニティ・テクノロジー株式会社
本店 東京都港区新橋2-1-1山口ビルディング5階
設立日 2020年10月30日
代表取締役 磨和寛

• 株主 磨和寛（１００%）
事業内容 コンピューターソフトウェア

• アプリケーションソフトウェア等の企画、開発
各種WEBサービスの企画、制作、開発及び提供
各種コンサルティング業務

連絡先 03-6268-8881（代表）

• グループ企業 株式会社トリニティ総研

• 司法書士法人トリニティグループ

• 弁護士法人トリニティグループ

• 行政書士法人トリニティグループ

• グループ創立 2009年7月1日

• グループ構成員 約50名

• グループ年商 4.2億円（2019年度）

• 取引先 全国1000以上の会計事務所、複数の金融機関

Case Study

17

２つの重要な問い
①家族信託をした理由は︖
顧客における○○意識

②⽣前対策コンサルのミッションとは︖
○○の提供である



Case Study
ケース・スタディ
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チャプター① 家族信託×不動産活⽤ 事例

チャプター② 家族信託による新しい節税⼿法

チャプター③ 家族信託×保険活⽤ 事例

チャプター④ 会社分割×不動産M&A 事例

チャプター⑤ 遺⾔の活⽤ポイント Q&A形式

チャプター⑥ お⼀⼈様を徹底的に守る
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Case Study
チャプター① 家族信託×不動産活⽤ 事例

23区内在住 ⽗(78)1⼈暮らし ⺟(77)介護施設

⻑男(50) 次男(48) ⽗財産 ⾃宅100坪1.5億

アパート7000万 キャッシュ6000万

相続 → 信託 → 不動産活⽤ ⻑男受託者

次男監督⼈ 家族信託と債務控除



20

Case Study
チャプター① 家族信託×不動産活⽤ 事例

融資
（信託財産責任負担債務）

抵当権

受託者
受託者名義
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Case Study
チャプター① 家族信託×不動産活⽤ 事例
相続税法（贈与⼜は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利）
第９条の２
２ 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信
託の受益者等が存するに⾄つた場合（第四項の規定の適⽤がある場合を除
く。）には、当該受益者等が存するに⾄つた時において、当該信託の受益者
等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から
贈与（当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに⾄つた
場合には、遺贈）により取得したものとみなす。
６ 第⼀項から第三項までの規定により贈与⼜は遺贈により取得したもの
とみなされる信託に関する権利⼜は利益を取得した者は、当該信託の信託財
産に属する資産及び負債を取得し、⼜は承継したものとみなして、この法律
（第四⼗⼀条第⼆項を除く。）の規定を適⽤する。
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Case Study

相続税計算(受益者死亡時）

遺産ー負債＝正味財産
信託内債務はここに計上

信託された⼟地、信託後に建てた建物等
信託財産は全てここに計上

課
税
さ
れ
る
︕
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H.18信託法改正時の財務省主税局資料
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Case Study
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「点」から「線」への展開（⽣前対策コンサル）
法⼈

事業承継対策
個⼈

相続・認知症対策 認知症 相続
資産凍結

相
続
発
⽣

対策のフレームワークは
①節税対策
②納税資⾦対策
③争続対策
④認知症対策
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Case Study
チャプター② ドクター家系の家族信託

⽗他界 ⺟８４歳 ⻑⼥６０歳 次⼥５８歳

⺟の資産は地⽅の⼟地 マンション１室３０００万円

預⾦６０００万円 ⽗は⽣前地⽅で医院開業

⺟は現在介護施設 ⻑⼥は都内でクリニック開業

次⼥は働いたことなくお⾦のトラブル頻繁
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Case Study
チャプター③ 家族信託×保険活⽤ 事例

東京都下 ⽗他界 ⺟(80)⾃宅1⼈暮らし

⻑⼥(56) 次⼥(53) ⻑男(51)

⺟財産 ⾃宅 アパート1棟 キャッシュ8000万

相続 → 信託 → 保険活⽤ 受託者3名 職務分掌規定

信託⼝座開設不可 保険による認知症後暦年贈与
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Case Study

保険
会社

契約名義

③部分解約

⑤贈与税課税

①⺟⼀時払いの⽣命保険に加⼊
②⼦３⼈に契約名義を変更（⾮課税）

③名義⼈である⼦が保険会社へ部分解約
④解約返戻⾦相当額がみなし贈与税課税
→110万の範囲であれば⾮課税

④解約返戻⾦

⺟ ⼦②名義変更

①保険契約

チャプター ③ 家族信託×保険活⽤ 事例
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Case Study

18

「点」から「線」への展開（⽣前対策コンサル）
法⼈

事業承継対策
個⼈

相続・認知症対策 認知症 相続
資産凍結

相
続
発
⽣

対策のフレームワークは
①相続税対策
②納税資⾦対策
③争続対策
④認知症対策
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Case Study
チャプター④ 会社分割&不動産M&A

23区内在住 ⽗他界 ⺟(75) 次⼥と２⼈暮らし

⻑⼥(60)⼦あり 次⼥(55)独⾝

会社は実業は廃業し区分所有を2棟保有 ⾦融資産

株式 ⽗他界→ ⺟50%／⻑⼥25%／次⼥25%

適格会社分割→会社の株式を売却（M&A）



●●有限会社

Y事業X事業

⺟ ⻑⼥ 次⼥

200株 100株 100株

①現状
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②会社分割（適格分割の要件を満たす）

会社分割

34



売 却 不動産会社へ

③売却
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新会社

Y事業

⺟ ⻑⼥ 次⼥

200株 100株 100株

④継続

36

Case Study

18

「点」から「線」への展開（⽣前対策コンサル）
法⼈

事業承継対策
個⼈

相続・認知症対策 認知症 相続
資産凍結

相
続
発
⽣

対策のフレームワークは
①相続税対策
②納税資⾦対策
③争続対策
④認知症対策



Case Study
チャプター⑤ 遺⾔の活⽤ポイント（Q&A）

Q1. 家族信託ではなく遺⾔をつくるのはどんな場合か︖
①費⽤を抑えたい場合
②銀⾏の代理⼈登録制度を活⽤する場合
③新しい制度に対して抵抗がある場合
④税制が不明瞭な場合
⑤認知症対策の相談だが紛争可能性ある場合
⑥託す相⼿がいない場合

Q2.⾃筆遺⾔保管制度で遺⾔を残せば安⼼か︖
①法的適合性のリスク
②意思無能⼒のリスク
③遺⾔執⾏時（預貯⾦解約時）のリスク 37



Case Study
チャプター⑤ 遺⾔の活⽤ポイント（Q&A）

38



Case Study
チャプター ⑤ 遺⾔の活⽤ポイント（Q&A）

Q3. 遺⾔と共に提案すべき⽣命保険スキームは何か︖
①⾮課税枠の活⽤
②暦年贈与プラン
③認知症対策プラン
④低解約返戻型の保険
⑤遺留分対策としての保険

Q4.死亡保険⾦は遺留分請求の対象にならないのか︖
相続財産ではないから「原則」はならない。
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Case Study
チャプター ⑤ 遺⾔の活⽤ポイント（Q&A）

◆最判平成１４年１１⽉５⽇
被相続⼈が、⾃⾝を被保険者とする⽣命保険契約を結び、当初妻を死
亡保険⾦の受取⼈として指定していたが、受取⼈を第三者に変更した
という事例。
この場合、第三者が取得する死亡保険⾦が遺留分の算定の基礎に含ま
れるかどうかが問題となった。
この点につき、判例は、「⾃⼰を被保険者とする⽣命保険契約の契約
者が死亡保険⾦の受取⼈を変更する⾏為は、⺠法１０３１条に規定す
る遺贈⼜は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということ
もできないと解するのが相当である。」と述べ、遺留分減殺の対象と
はならないことを明らかにした。
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Case Study
チャプター ⑤ 遺⾔の活⽤ポイント（Q&A）

◆最決平成１６年１０⽉２９⽇
⽣命保険⾦について、「保険⾦受取⼈である相続⼈とその他の共同相
続⼈との間に⽣ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底是認すること
ができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する
場合には、同条の類推適⽤により、特別受益に準じて持戻しの対象と
なると解する」と述べている。ここでは、⽣命保険⾦は原則として特
別受益には該当しないとしつつも、⼀定の場合に、特別受益に準じた
取り扱いをすることを認めている。特別受益は、遺留分算定の基礎に
含まれ、減殺の対象になるとしている。

→相続⼈間の公平性という趣旨である。
41



Case Study
チャプター⑥ お⼀⼈様を徹底的に守る

23区内在住⼥性(67) 元夫とは離婚 ⼦なし

⾃宅2000万 預⾦1000万 ⽣命保険3500万

姉がいたが他界 甥が1⼈いるが連絡とっていない

○○社に相談がきて当社に紹介をされた事案。
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今現在
認知症 相続

Case Study
チャプター ⑥ お⼀⼈様を徹底的に守る

①⾒守り契約 ②任意後⾒
③⾝元保証

④尊厳死宣⾔
⑤遺⾔執⾏
⑥死後事務委任

＜ポイント＞
1.任意後⾒⼈は本⼈の代理⼈なので⾝元保証⼈になることは利益相反となる。
2.遺⾔の執⾏者は、遺⾔の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺⾔
の執⾏に必要な⼀切の⾏為をする権利義務を有する。
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Ending
まとめ

①コロナ〜ポストコロナ時代の⽣前対策は
「財産管理」にフォーカス

②フレームワークは「節税対策」「納税資⾦対策」
「争族対策」「認知症対策」

③私たちのミッションは「安⼼」の提供である

④⾃⾝がフロントにたち顧客毎に最⾼のチームをつくる


